
章 款 項 目
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補 助 金 交 付 の
対 象 （ 団 体 名 等 ）

実
施
期
間

　保育所等において、専門的な知識・経験を有する保育士等を配置し、軽・中程度の心身障がい又は
発達遅滞を有する児童の受入の促進を図ることにより、その障害等の特性に応じた集団生活を通じ、
児童の心身の健全な発達を支援するとともに、障がい児等を持つ家庭への子育て支援を実施し、福祉
の増進を図るもの。

（対象児童）　H25－14人　H26－19人　H27-14人　H28-10人
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①　団体等事業費
(千円）

補助金交付額(千円）
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補助金の使途
についての特
記事項等

関 連 す る 市 勢 振 興
計 画 の 基 本 計 画

章

節 区　分

事 務 事 業 評 価 票 [ 市 単 独 補 助 金 ] 29 年度平成

担当課 こども課

26

整理番号

2

補 助 金 （ 事 業 ） 名

根 拠 法 令 等 島原市発達促進保育事業実施要綱、島原市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱 実施を義務付ける規定

金　額

実　績

年度

その他の助成金

3,780

3,780

7,910

5,775

5,775

補助金交付内容等

〈 積 算 基 礎 等 ）

　保育を必要とする軽・中程度の心身障がい又は発達遅滞を有する満３歳児以上の児童を受け入れる
に当たり、発達促進保育に必要な専門的知識・経験を有する保育士の加配を行う私立保育所に対し、
補助を行う。（対象児童６人につき概ね１名以上加配）
　＜補助額＞　平成２０年度～２６年度　　対象児童一人当たり　月額３５，０００円
　　　　　　　平成２７年度～　　　　　　　　　　〃　　　　　月額３１，５００円
　※平成２８年度予算に係る事業から　31,500円×各月初日現在の対象児童数から1名を減じた数×入
所月数
（ただし障害児保育事業と重複して同じ年度に申請を行う場合は、31,500円×各月初日現在の対象児
童数×入所月数）

実　績

事業の背景及び概
要（現状、課題）、ま
たは交付団体の活
動目的、活動内容
など

　急速に少子化が進み、子どもが健全に育つ社会環境・自然環境・家庭環境が大きく変化していく中
で、安心して子どもを生み、育てることができる社会となるために、また、女性の就労と家庭生活を
両立させるために、児童の教育・保育を行う保育所等の果たす役割は重要である。
　このうち、保育が必要である軽・中程度の心身に障がい又は発達遅滞を有する満３歳以上の児童を
保育所等に入所させ、集団保育を実施することで、心身の健全な発達を促し、また障がい児等を持つ
家庭への子育て支援を実施する当該事業は必要不可欠な事業と位置付けており、市では予算の範囲内
において保育所等に運営費補助を行うもの。

　※平成１９年度までは県補助事業として実施していたが、平成２０年度から交付税化され、一般財
源による事業となった。
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項　　　　　　　目
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0

3,780

年度の当該団体等の事業費の主な内訳  (市補助金が充当されていると思われるものから順に記載)     （単位：千円）

会 費 等

市 補 助 金

項　　　　　　　目

－0 00

5,775 7,910 5,292

市内各保育所（２０か園）及び認定こども園（５か園）

3,780

年度

実　績

5,292

年度

実　績

2827 年度

7,910 5,292

5,292

5,292

目 指 す 成 果

〈交付対象団体等をどの
ような状態にした いの
か ）

5,292

年度29

継続 新規

昭和 平成

昭和 平成

あり なし
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◎１次評価（自己評価）

（ ）

（ ）

◎２次評価

◎３次評価

予算措置額の増減：

（ ）

備
考

⇒ △ 1,134

備　　考

発達促進保育事業費補助金

　障害児教育の推進、子育て支援の観点から重要な事業である。補助金額の算出について平成28年度に見直しを行って
おり、現行のまま継続実施することが適当と判断した。

判　　　定

評　価　結　果　を　踏　ま　え　た　次　年　度　予　算　へ　の　反　映　状　況　　（☑）

視　  　　　　点 現　状　分　析 説　　　　　　　　　　　　明

② 市 の 関 与 の 必 要 性

　児童福祉法において保育を必要とする児童に対する保育の実施につ
いては、市町村が行うものと規定されており市の関与は妥当である。
　また、保育を必要とする軽・中程度の心身障がい又は発達遅滞を有
する児童の受入は、当該児童の心身の健全な発達促進及び保護者への
子育て支援を推進するものであるため、必要不可欠な事業である。

① 助 成 事 業 の 効 果

③ 団 体 の 事 業 内 容 や

助成の在り方等の見直し
の

総 合 評 価

判
　
定

　軽・中程度の心身障がい又は発達遅滞を有する児童の受入について
は、専門的知識を有する保育士が必要であり、当該職員を従事させる
ために、保育所等への財政的支援が必要である。

　必要性

  Ｂ　見直しのうえで実施

○総合評価と今後の方向性

備　　考

見
直
し
の

方
向
性

判　　　定

　今後の課題と見直しの
　方向性（総合評価判定が
  Ｂ１～Ｂ４の場合）

課
 

題

　本事業は、児童の心身の健全な発達促進及び保護者への子育て支援を推進するものとして、
軽・中程度の心身障がい又は発達遅滞を有する児童の保育サービス提供に貢献している。

　本事業の実施により、軽・中程度の心身障がい又は発達遅滞を有す
る児童の受入について全保育所で可能としており、実際に受入を行っ
ている園では、児童の障がいの特性に配慮した職員配置を行い、また
一般の児童と集団保育の実施により、当該児童の発達支援が行われて
いることから効果があがっている。

○視点別分析

千円

休止･廃止の具体的方向性

判
定
理
由

意図した効果があがっている

ある程度効果がある。

あまり効果がない

分析できない

事業効果は後年度

必要性は薄れていない

少し薄れている

薄れている

不明

該当しない

見直しの必要はない

検討の余地はある

見直しの必要あり

補助額の削減

B1 事業規模の拡大 B2 事業規模の縮小

B3 事業内容の改善 B4 その他の見直し

Ａ 継続(特段の見直しは行わない）

Ｃ 休止（隔年実施など）

Ｄ 廃止（終期の設定も含む）

補助額の増加 補助の休止若しくは廃止 現状維持
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